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はじめに 

(1) 背景・目的 

 

Society5.0 を実現するためには、個々人にとって最適な形でサービスが提供され、同時に、社会全体

としてヒト・モノ・情報の流れが最適化される必要がある。企業活動においては、企業間の受発注・請

求・決済のデータ化・データ連携・データ利活用による、経営デジタルトランスフォーメーション実現

と新たなビジネス創出の促進が求められる。具体的には、企業間の受発注・請求・決済などのやりとり

にかかるコストの低減、企業間データの利活用による経営判断の迅速化、グリーンファイナンスやサプ

ライチェーンファイナンスといった金融の高度化などが想定される。 

 

上記のデータ化・データ連携・データ利活用のためには、我が国企業が、業種やサプライチェーン、

国籍の壁を越えて有機的に連携し、付加価値を生み出していくためのデジタルインフラとして次世代の

取引基盤アーキテクチャを官民で設計していく必要がある。このアーキテクチャにおいては、IT シス

テム等技術的な観点だけでなく、法令など規制・ガイドラインの観点、データ利活用のユースケースな

どビジネス的な観点についても考慮されている必要がある。国内においては、全銀 EDI システムやイ

ンボイス制度導入に伴う電子インボイス標準の策定といった受発注・請求・決済の各範囲におけるデー

タ化・データ連携の取組や、個別企業による取引プラットフォーム構築の事例が存在しているが、業種

やサプライチェーン、受発注・請求・決済横断的な取組は限定的とみられる。他方国外においては、北

欧の Nordic Smart Government やインドの India Stack など類似参考事例があり、こうした先進的な

事例を我が国の実態と比較しながら収集・整理し、企業の受発注・請求・決済の全体を俯瞰したアーキ

テクチャの設計に資する情報を集めることを本調査の目的とする。 

 

 

(2) 本調査の位置付け 

 

受発注・請求・決済における先進的海外事例を調査する上で出てくる各要素(例えば、データ標準や

識別子、API、インフラ基盤、Peppol 等既存の枠組み等)が、各国事例においてどのように使われ、誰

にどのような効果をもたらしているか等の活用事例の調査に重点を置き、調査結果をまとめている。

よって、各要素の詳細については、本文中では説明を省略し、用語一覧にて説明書きを記載しているた

め、不明な用語が出てきた場合は冒頭に掲載している略語一覧、用語一覧を参考にされたい。 
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表 1-2 イニシャル調査における調査項目 

 
 

  

記号

ア 実際に整備された、ないし整備を予定しているシステム領域 

ロードマップ

イ 取組主体やシステムの整備主体、取組の主目的、想定効果およびその現在までの達成度 

取組主体/システムの整備主体（誰が）

取組の主目的（何のために）

想定効果(コスト削減 等)と現在までの達成度

通信インフラの提供

基盤、計算インフラの提供

データの信頼性を高めるための取組

ウ 既存の電子受発注システムや資金決済システム等のインフラとの関係性や活用状況 

既存システムでの利用(利用環境)

エ 企業間の受発注 請求 決済のデータ標準化の取組 

データ連携 データ利活用のルール

(ルールがある場合の)システム的な実装

受発注：データ標準の利用

請求：データ標準の利用

決済：データ標準の利用

オ データの連携において事業者や取引を特定する為のＩＤや事業者ＫＹＣ機能 

ベース レジストリ等、社会活動の基礎となるデータの整備の提供

事業者を特定するためのID

事業者KYC機能

カ 企業間の受発注 請求 決済のデータ利活用に係るガイドラインおよびプライバシー（ＰＥＴｓなど） セキュリティ技術 

ガイドライン

プライバシー保護の技術

セキュリティ技術

キ 取組の普及にかかる官民の施策 

(もともとの)背景 課題は何か。

官や民で何を実施したのか。

ク 整備や普及などの取組に係る課題や次期に向けた取組 

整備や普及などの取組に係る課題

次期に向けた取組 

ケ データがつながることによる新たな価値創出・ステークホルダーのインセンティブ 

データ利活用による受発注側のメリット(経営判断に対してなど) 

データ利活用による金融機関側(決済業者)のメリット 

データの展開/連携によるマーケティング(広告会社など)のメリット 

ワンストップ化

ビジネスマッチング(系列外取引の促進 新たなビジネスの創出)への活用

グリーンファイナンスへの活用 

サプライチェーンファイナンスへの活用 

コ 各業務領域のシステム群と他の取引業務領域のシステム等との相互運用性

連携に必要なデータ I/F等の標準の策定

データ連携方法の提供

連携を実現するために識別子の標準化が行われているか。

共通KYC認証基盤等

カ 接続性，拡張性を担保するガバナンス

取引データを蓄積するデータベース

調査項目 
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 b. 10 事例の概要 

 

多くの事例でデータ利活用までを視野に入れ取引の電子化を推進している。特に、e-invoicing 義務

化などを交えた請求取引の電子化を基点に、決済、受発注取引の電子化を行う事例が多い。 

 

表 1-5 10 事例の概要 
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2007 年 11 月に成立した欧州決済指令(PSD)が域内市場統合の進展に必要な法的基盤を提供し、

SEPA 標準が策定されることで、銀行による口座振替の SEPA Credit Transfer(SCT)をはじめとした

SEPA Direct Debit(SDD),SEPA Instant Credit Transfer(SCT Inst)等の決済取引システムの普及が促進

されている。 

 

 

② 請求の標準策定 

 

指令 2014/55/EU(2014 年)より e-Invoicing の欧州規格(EN 16931)を策定。欧州規格(EN16931)の主

な目的は、単一の e-Invoicing 形式を使用して、売り手が多くの顧客に請求書を送信できるようにする

こと。これにより、個々の取引先と接続するために送信や受信を調整する必要がなくなった。 

また ERPB は、入金に関連する請求データ等の「商流情報」も送付する EIPP/EBPP (電子請求書の

提示と支払)を実現するため、決済関連の業務規則や技術標準に関する指針の策定に取り組み、2017 

年 11 月の ERPB 会合に基準案を提出した。これが基になり、民間ベンダーにより EIPP/EBPP の機

能を追加したソリューションが提供されている。 

 

 

③ データ利活用事例：GAIA-X 

 

GAIA-X は、EU のデータ利活用事例として、2019 年 10 月にドイツ政府とフランス政府から発表され

た、EU 規模でセキュリティとデータ主権の保護を目的に、データ流通およびデータ利活用を支援する

ためのインフラ構想である。データ共有のための共通規格、ベストプラクティス、ツール、ガバナン

スメカニズムからなるデータ共有アーキテクチャの設計の検討を実施中で、将来的な実装を目指して

いる。 
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 b. 北欧(Nordic Smart Government) 

 

 

Nordic Smart Government(以下「NSG」という)は、北欧５か国（デンマーク、スウェーデン、ノル

ウェー、フィンランド、アイスランド）の政府がデータ標準の指針を策定し、標準化されたデータを

連携するエコシステムを構築することによる、受発注・請求・決済の作業の効率化を企図している事

例である。 

 

受発注、請求それぞれで標準化された API による連携を行い、中小企業は ERP 等を導入すればす

ぐに他の取引先と取引が行えるエコシステムを目指している。また、蓄積されたデータは、将来的に

データの利活用が検討されている。 

NSG の構想は既存の枠組みを活用する方針のため、第 1 層では、EU や北欧各国のベースインフラス

テムを踏まえ、NSG の中で既存の枠組みを他の枠組みか新しい枠組みと統合する対応が実施される予

定である。 

 ※ 本事例はまだ検討中の段階であり、今後詳細化される中で、変更が加わる可能性があることに留

意する必要がある。 

 

 

図 1-3 北欧(Nordic Smart Government)の 7 層レイヤーへのマッピング 

 

① データ標準策定 

 

NSG ではデータを利活用するために、受発注・請求・決済のデータ標準の策定を検討している。それ

により、各企業の既存のシステムで、管理されている標準化されたデータにアクセスできるようにし、

データ利活用の促進を図っている。NSG は、標準 API によって相互運用性を確保しコストが削減され
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ることで、 中小企業はデータを利用した様々なサービスにアクセス可能となり新しいビジネスの創出

にもつながると想定している。 

 

 

② 決済インフラの構築 

 

決済システム「P27」は、北欧内で多通貨を用いた国内およびクロスボーダー決済を可能とするた

め、北欧の銀行(Danske Bank、Handelsbanken、Nordea、OP Financial Group、SEB、Swedbank)に

より共同で創立された。SEPA 標準に合わせて、ユーロ圏の決済との協調を図っている。 

 

 

③ データ利活用 

 

標準化されたデータにアクセスするための API を準備。この API 仕様に対応した ERP やステークホ

ルダーの業務システムが中小企業のデータを利用できるようにすることを企図。 

API を通してアクセス可能となる主なデータは、取引データ、勘定データ等。そのほか、会社の登記

データや、銀行口座のデータにアクセス可能となることで、受発注・請求・決済の作業効率化以外にも

商品開発、与信業務にも応用でき、域内経済の成長につながると考えられている。 
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いる。 

 

② India Stack で整備された API 群 

 

これら API は、インド居住者がオンラインでサービスを受けられるようにするために政府が整備し

た公共インフラである。デジタル ID や、本人確認を行う仕組み、小口決済の基盤等から構成されてい

る。整備に至った背景は、特に貧困層を中心に、すべての国民に政府の補助金を届けるインフラ整備

が求められたからである。併せて、政府は、補助金の受け取り口座としての銀行口座情報を API で取

得することと、オンラインで容易にアクセス可能となるための携帯電話での API 利用を促進した。 

 

③ データ利活用事例：個人データの利活用 PF 

 

インドでは、インド政府の提供する枠組みの中で、個人が自身のデータ共有を許可することで、プ

ライバシーに配慮しつつ金融データや健康データを第三者に提供することができる新たなデータ利活

用 PF が構築されている。 

インド銀行から認可を得たサービス提供事業者 AA(Account Aggregator)が、個人の同意の下、金融

機関が保有する個人の金融データを、金融情報利用者(民間事業者等)に共有する仕組みとなっており、

インド銀行から認可を取得した企業のうち、例えば、Finsec AA Solutions 社は 2020 年 4 月に

「onemoney」(アプリを DL、登録してボタンを押すだけで個人情報の提供が可能)を、CAMS 

Financial Information Services 社は 2020 年 6 月に「CAMSfinserv」をそれぞれ提供開始している。 
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 d. シンガポール(UEN・PayNow Corporate) 

 

 

シンガポールでは、戦略的国家プロジェクト(Smart Nation)の中で、キャッシュレス社会に向けた電

子決済(E-Payments)の普及・拡大が掲げられ、決済分野のデジタルプラットフォームが構築されてい

る。 

B2B 決済においては、国の事業者識別子である UEN を使って即時決済が可能となるサービス、

PayNow Corporate が展開されており、第 2 層のデータ領域で、国の事業者登録番号を整備した上

で、第 5 層のデータ標準を活用し、国としてのデジタル化を進めている事例となっている。 

 

 
図 1-5 シンガポール(UEN・PayNow Corporate)の 7 層レイヤーへのマッピング 

 

 

 

① 国の事業者登録番号(UEN) 

 

従来シンガポール税関が発行していた事業者登録番号(CR)に代わる登録番号で、2009 年 1 月以降、

貿易事業者登録のみならず政府機関への各種申告業務に UEN が一本化して利用されるようになった。 

UEN を使用することで、企業は法人税申告書の提出、輸出入許可の申請、または従業員の CPF 拠出

金の提出等、の政府とやり取りが単一の識別番号で実施可能となる。国際貿易における輸出入のライ

センス取得時には、UEN の申告が必須となっており、請求のソリューションでも UEN をキーにして

いる事例がある。 

 

 

 

② B2B 決済サービス(PayNow Corporate) 
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「PayNow Corporate」は、「PayNow」の機能を拡張して展開されたサービス(2018 年 8 月サービ

ス提供開始)。「PayNow」では、携帯電話番号や国民登録番号(NRIC)と銀行口座を紐づけし、24 時間

365 日の決済を提供している。「PayNow Corporate」では、UEN をシンガポールの銀行口座とリン

クさせることにより、UEN だけで資金を即座に支払いおよび受け取ることができる。UEN は初期登録

時に銀行口座に紐付ける形で登録する仕組みとなっている。 
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 e. タイ(Project Inthanon) 

 

 

CBDC の普及促進のため､中央銀行である BOT が CBDC の仕組みを構築し､API 機能として提供して

いる。併せて、受発注・請求から、決済の CBDC に一括でデータ連携が行えるよう、SCG で受発注・

請求のプラットフォームを構築し、他の企業へのワンストッププラットフォームの展開を図っていく

予定である。主目的は CBDC の普及だが、受発注との連携も踏まえて取り組んでいる事例といえる。 

 

この事例は 7 層のレイヤーにマッピングするとシンプルに見えるが、プラットフォームとしては民

間の Digital Ventures 社が第 1 層から第 4 層をカバーする閉じたプラットフォームを提供している。

国としては、CBDC のプラットフォームの API と CBDC 本体を主軸としてさらなる決済のデジタル

化、決済手数料の低減を狙っている。 

 

 

 

図 1-6 タイ(Project Inthanon)の 7 層レイヤーへのマッピング 

 

 

① CBDC 開発 

 

金融インフラのデジタル化推進の一環としてタイ政府は BOT 主導で CBDC の開発を実施してお

り、CBDC のプラットフォーム内は BOT が中心となり複数の銀行が存在する。各企業が CBDC 

wallet をもっており、wallet を利用して決済がプラットフォーム内で完結できるようになっている。

公開されている CBDC は企業との取引で利用ができるようになっており、現在は個人との取引にも使

える retail CBDC の開発を進めている。 

 

 



1. イニシャル調査 

企業間の受発注・請求・決済ワンストップ化に係る 

先進的国内外実態調査 20 © 2022 ABeam Consulting Ltd. 

② CBDC プラットフォーム API 

 

リアルタイムの決済を 24 時間 365 日できる様 CBDC の API を実証実験で用意し、B2P から API

を呼び出せるようになっている。CBDC の決済の仕組みを利用することで、元来利用していた銀行独

自の決済の仕組みよりも利用手数料が低減される。 

 

③ サプライチェーンファイナンス 

 

もともとは CBDC プラットフォームには限られた貸金業者しかアクセスができず、サプライヤーは

すべての貸金業者の貸出条件を見ることができなかった。これを、サプライヤーが請求書を通じて必

要な情報を登録すれば、その内容を閲覧したすべての貸金業者が取引を提案できるようにした。 

 

  



1. イニシャル調査 

企業間の受発注・請求・決済ワンストップ化に係る 

先進的国内外実態調査 21 © 2022 ABeam Consulting Ltd. 

 f. インド(Government e-Marketplace) 

 

 

インドでは、効率化、コスト削減に加えて、ガバメントプロキュアメントに関する透明性、腐敗撲

滅を目的として、Government e-Marketplace (以下「GeM」という)という B2G プラットフォームを

構築し、運営している。India Stack により整備された API 群や国の送金インフラも活用することで、

受発注から決済までのワンストップ化を実現している事例である。 

 

GeM は、India Stack と同様に、第 2 層のデータ領域と第 3 層の連携基盤で、国として部品をしっ

かり用意するというところを活用しつつ、その上に、第 5 層以降で、e-Marketplace として必要なも

のを整理し、参加する一般企業からの調達について適正なかたちで進められるようにプラットフォー

ムを整備している。特筆すべきは、調達の過去データを分析できる仕組みを提供しており、価格の適

正化にデータを利活用している点である。 

 

 

 
図 1-7 インド(Government e-Marketplace)の 7 層レイヤーへのマッピング 

 

 

① 国の複数 KYC 基盤による事業者確認/本人確認 

 

サプライヤーの身元は調達額にかかわらず、MCA21 、MSME(ID) 、Aadhar、PAN データベースを

通じて 100％オンラインで自動的に確認される。これにより、GeM での取引を希望するサプライヤー

の信頼性に関するデューデリジェンスが強化されている。 
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② データ利活事例：PF 内の取引データ分析による需要予測・適正価格判定 

 

GeM では、PF 内で取引データを利活用することで、売り手、買い手、双方に有益なサービスを順

次提供している。例えば、Seller(売り手)に対しては、需要予測のサービス提供を予定しており、GeM

によると、そのサービスを利用することで、Seller は無駄のない調達計画立案による在庫減少、コス

ト削減を実現可能とされている。また、Buyer(政府機関)に対しては、過去の取引データから、価格の

妥当性を評価する仕組みが既に提供されており、このツールを利用することで、1 割程度のコスト削減

を実現している。 
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 h. オーストラリア(E-Invoicing・NPP) 

 

 

国として請求業務のコスト削減を図るため Peppol の取り込みを必須化している。併せて、政府が主

導して立ち上げた決済の仕組みである New Payments Platform(NPP)と請求番号(Peppol の Payment 

ID)をキーとして連携することで、請求・決済の業務効率化を図っている。 

また、NPP では、受取人の口座番号の代わりに企業識別子を使った送金も実施できるが、任意項目

となっている。 

 

 
図 1-9 オーストラリア(E-Invoicing・NPP)の 7 層レイヤーへのマッピング 

 

 

① Peppol 取込のデータ利活用 

 

オーストラリア政府は企業に対し、Peppol の利用を必須化している。 

また、オーストラリアの企業が Peppol に ID を登録する際、ABN の入力が必要となる。全企業が

Peppol の利用により請求データが標準化されることと、ABN を用いて税務局との連携が可能となるこ

とで、作業効率化・コスト削減といった効果を見込んでいる。 

 

② NPP(New Payments Platform) 

 

24 時間 365 日スムーズに決済のやり取りができるよう、オーストラリアの中央銀行である Reserve 

bank of Australia が NPP Australia を機関として立ち上げ NPP を構築した。現在は 14 の銀行・組織

が参画している。 

 (参加銀行: ANZ、ASL、Bendigo Bank、Citi Bank、 Commonwealth Bank、Cuscal、HSBC、

indue、ING、MACQUARIE BANK、nab、RBA、Westpac、wise) 
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③ 相互連携 

 

ISO 標準の XML のメッセージを請求から決済へ連携し、請求の Peppol の Payment ID(取引番号に

相当)を決済の ISO20022 の送金メッセージ(Pain.001)の項目である End to End Identification に設定

することで取引を行った企業間の相互連携を可能としている。 
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 i. サウジアラビア(Esal) 

 

 

サウジアラビアの Esal の事例では、作業の効率化・コスト削減を目的として政府主導で請求の電子

化の取り組みとそれに伴う決済インフラへのデータ連携が進められている。 

 

サウジアラビアでは、従前から SADAD という請求と決済の統一プラットフォームが存在してい

た。その上に Esal を構築することで、様々な企業が請求を登録し、ファクタリングやリバースファク

タリング、もしくは SADAD と連携して決済できるといった仕組みを提供している。企業識別子とし

ては、Payer ID や企業の番号を示す CR No.や取引に使う SADAD 請求書番号を活用し、各プラット

フォームの相互連携を実現している。 

 

 

 
図 1-10 サウジアラビア(Esal)の 7 層レイヤーへのマッピング 

 

 

① 請求の電子化 

 

サウジアラビア政府は、企業に対して、請求の電子化を 2021 年 12 月までに行うよう周知してい

る。請求の電子化を行ったのち、GAZT のシステムへデータを連携することで、コスト削減に加え政府

によるマーケットデータの利活用を企図している。 

 

② Esal プラットフォーム 

 

企業および政府のサプライヤー/バイヤー間での請求書、決済のやり取りが電子的かつ高セキュリ
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ティにできるようにするため SAMA 主導で Saudi Payments がプラットフォームを構築した。Saudi 

Payments は Esal の他に決済網の SARIE, EIPP プラットフォームの SADAD, POS/ATM 支払網の

MADA を展開している。 

 

③ 相互連携 

 

支払側には Payer ID が Esal で割り振られ、Payer ID を利用して SADAD で支払いを行うことも可

能。Esal に登録する際はサウジアラビアの CR No.を保有している必要がある。 

 

④ 提供 API 

Web から利用する以外に、ERP 等と接続するため、API の提供も行われている。API は、Invoice 

Create, Payment update, Payment notification, Settlement Report が存在することを確認できてい

る。 
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 j. 米国(Business Payments Coalition) 

 

 

Business Payments Coalition(以下「BPC」という)では、請求・決済それぞれの分野において、相

互運用性を確保するための交換フレームワークの検討が実施されている。両フレームワークは、Fed

とも連携しながら検討が進められている。 

 

基本的には民間が主となり検討しているが、それぞれ民間個別の取り組みの差分を上手に解消し、

全体の相互連携を目指していく仕組みになる。 

 

 

 

図 1-11 米国(Business Payments Coalition) 

 

 

 

① 既存 e-invoice の交換フレームワークの検討(E-invoice Exchange Market Pilot) 

 

E-invoice Exchange Market Pilot は、米国の電子請求書交換フレームワークの開発、テスト、実

装、および暫定的な監視を促進するための取り組み。参加者は、企業の請求書の送信、受け入れ、ま

たは処理に関する豊富な経験または専門知識、電子請求書交換フレームワーク、オープンソースツー

ル、アクセスポイント、および/またはレジストリサービスに関する知識を保持している。 

市場パイロットは 2022 年末まで実行され、2023 年に米国市場向けの運用可能な B2B 請求書交換フ

レームワークの確立を予定している。 
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② 送金情報の交換をサポートする交換フレームワークの検討(Remittance Delivery Assessment 

Work Group) 

 

当該フレームワークの検討では、すべての支払いタイプにわたる電子送金情報の交換をサポートす

るフレームワークの実行可能性の判断に取り組んでいる。参加者は、送金と支払いの処理と転記、お

よび送金情報の配信プロセスに関する幅広い経験または専門知識を保持している。BPC と Fed は、す

べての支払いタイプにわたる送金情報の電子配信を容易にするために同様の交換フレームワークを確

立するために何が必要かを評価する予定となっている。 
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(2) 事例毎の調査結果 

 

 a. 北欧(Nordic Smart Government) 

 

NSG では、既存の枠組みの相互運用性を高める取り組みとデータ利活用構想を、段階的に詳細化し

ている。外部の有識者は、普及を成功させるには、エンフォースメントが必要であると評価してい

る。 

 
表 2-4 北欧(Nordic Smart Government)の事例サマリ 

 
 

 

i)  エンフォースメント 

 

既に北欧の一部の国で Hard Law となっているものは継承を想定しているが、その他については、

ビジネスユースケースを踏まえて継続して議論を実施している。全体としてメリットの有無や、SME

を守る立場での法整備を検討している状況。 

 

表 2-5 NSG におけるエンフォースメントの検討状況 
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ii)  インセンティブ 

 

現時点では、業務効率化をインセンティブとして訴求しているが、サービスプロバイダーにとって

は、インセンティブが明確ではない。そのため、NSG はサービスプロバイダーのビジネスケースを掘

り下げ、サービスプロバイダーに対してどのようなインセンティブを訴求し得るかについて検討を継

続している。 

 

表 2-6 NSG におけるインセンティブの整理状況 

 

 

iii)  機能 

 

＜受発注＞ 

 

受発注は、デンマークとノルウェーで利用されている Peppol を採用予定。この普及と Peppol 導入

の効率化のため、Peppol への接続のための API の標準化を検討している。 

中小企業向け ERP に Peppol への接続の標準化された API が実装されれば、中小企業が Peppol に

接続しやすくなり、中小企業の業務効率化に資すると想定している。 

 

NSG はエコシステムを基本コンセプトにしている。そのため、データを中央集約するのではなく、

各企業の ERP をデータストアと捉えている。 

然しながら、各企業の ERP をデータストアとした場合、取引先企業、統計局等に任意のタイミング

でデータを送付し、そのデータ保有者がデータを加工することができてしまう。これにより、データ

の偏在化の発生、データ保有者での重複利用などの課題もあるため、正式なドキュメントを外部に一

元管理するための「ドキュメント保存サービス」とデータのハッシュ値を管理する「不変性管理サー

ビス」の利用も想定されている。 

NSG は、この受発注のデータについて、統計・分析目的での利用を想定しており、これらのデータ

を活用した効果のあるビジネスケースを検討している状況。 

 

 



2. 詳細調査 

企業間の受発注・請求・決済ワンストップ化に係る 

先進的国内外実態調査 35 © 2022 ABeam Consulting Ltd. 

 

図 2-2 受発注のデータフロー 

＜受発注の 7 層へのマッピング＞ 

 

アーキテクチャのコンセプトは、エコシステムであり、基本的なデータストアは、企業の ERP を想

定している。 

第 2 層の企業識別子については、eIDAS の eID や既存の識別子が複数存在するが、これら識別子を

どのように活用していくかの明確な方針は出ていない。 

 

 

図 2-3 受発注の 7 層へのマッピング 

 

＜請求＞ 

 

請求は、Peppol と Finvoice をデータ標準として採用予定であり、受発注と同じく、中小企業が ERP

経由で Peppol に接続しやすいよう、API の標準化を検討中。Peppol CTC の仕組みを活用し、VAT 申

告内容とのチェック機能の実現も想定している。 

Finvoice は、フィンランドで利用されている電子請求の仕組みである。これは、Peppol と同じく、

4 コーナーモデルで利用されている。 
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図 2-4 請求の仕組み 
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＜請求の 7 層へのマッピング＞ 

 

7 層のマッピングとしては、税務当局への申告部分が受発注との差異として現れている。第 6 層で

は、第 5 層の Peppol CTC と税務関連 API により、VAT 申告の堅確化をマッピングしている。 

また、税務当局への申告のデータ標準として、同じく第 5 層に XBRL、SIE、SAF-T をマッピングし

ている。請求では、VAT の申告にこれらのデータ標準を利用する。加えて、NSG では VAT 以外に法

人税などの税務申告も想定しており、XBRL など同じデータ標準を利用する想定。 

 

 

図 2-5 請求の 7 層へのマッピング 

 

＜データ活用＞ 

 

NSG は、保険会社、銀行、統計当局、データ分析企業、監査法人及び税務当局などの利用先が、企

業が保有/利用する ERP の財務データをデータソースとして、自身の目的に沿ったデータの利活用が

できる枠組みを検討している。一部のデータ利活用では、権限情報の登録状況を踏まえてコントロー

ルを行う構想だが、具体的な内容については確定していない。 

請求では税務当局向けに VAT 申告の連携を記載していたが、ここでは、財務データであるため、

法人税などの申告が主目的となる。 
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図 2-6 データ活用のデータ連携 
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＜データ活用の 7 層へのマッピング＞ 

 

第 7 層には、統計データの利活用、第 6 層には会計監査、与信審査での活用等がマッピングされて

いる。 

基本的には、ERP からデータ利用先へデータを連携するが、ドキュメント保存サービスの活用も検

討されている。データ標準としては、請求の 7 層へのマッピングでは第 5 層に整理した XBRL、SIE、

SAF-T の利用が想定され、その他、銀行口座の入出金明細である camt.053 の利用が検討されてい

る。 

 

 

図 2-7 データ活用の 7 層へのマッピング 

 

＜共通商品コード＞ 

 

Product ID については、既存の枠組みを活かして情報を取得できる枠組みを整理する予定。既存の仕

組みに倣い、Registry Lookup の仕組みと、Product Registry をそれぞれ検討している状況。 
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図 2-8 共通商品コード付与の仕組み 

 

 

＜トラスト基盤＞ 

 

トラスト基盤は、eIDAS および企業側の同意を確認できる仕組みを検討している。既に存在してい

る Powers and Mandates の仕組みを、共通 API でアクセスできるようにして利用を促進する計画。 

 

 

 

図 2-9 トラスト基盤の仕組み 

 

iv)  有識者へのヒアリング結果 

 

NSG の取り組みは検討中であることから、全体としての評価が難しいため、2021 年 12 月の段階で

の状況を踏まえて、有識者に評価を求めた。 

有識者からは、「経済効果までは見えていないものの税務の効率化は期待できる。一方、この取り
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組みを実現するためには、エンフォースメントの活用が重要である」との見解が示された。 

 

表 2-7 ヒアリング結果(NSG) 
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v)  参考情報 

 

NSG では、段階的に実証実験を行っている。その実証実験で利用したリファレンスプログラムの

アーキテクチャやプログラムソースは、GitHub 上に公開されている。 

 

NSG GitHub - https://github.com/nordicsmartgovernment/nordicsmartgovernment 
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iii)  機能 

 

＜KYC(Buyer)＞ 

 

GeM では、政府側のユーザーを Primary User(Head of Department)および Secondary User(Buyer, 

Consignee, DDO/PAO)に分け、Primary User が Secondary User を作成し、一連の取引を監督する立

場となる仕組みとしている。Primary User は政府組織の副長官レベルの責任者のみが登録可能であ

り、自身は、GeM での購入に必要な直接的な役割を持たないが、GeM 上に特定の役割を持つ

Secondary User を作成することができる。 

Secondary User として登録された者は、 Buyer、Consignees、DDO、PAO のいずれかの役割を持

ち、GeM の調達プロセスに直接参加可能となっている。 

両ユーザーは、政府系メールアドレスの認証、および Aadhaar eKYC により初期登録が行われる。 

 

尚、Secondary User の各役割は以下の通りである。 

 

Buyer ：商品の検索およびセラーへの発注 

Consignee ：購入商品の受け取り、 

       および受取証(CRAC)の発行 

DDO/PAO ：セラーへの代金支払い 

※ Buyer は Consignee との兼務は可能だが、DDO/PAO との兼務はできない(Consignee も同様)。 

 Primary User(HOD)は Consignee と兼務は可能だが、Buyer、DDO/PAO との兼務はできない 

 

 

図 2-10 Buyer(政府機関)に対する KYC 

 

＜KYC(Seller)＞ 

 

Seller(事業者)に対しては、その信頼性を担保するため、複数の政府系 DB への登録確認をすべて政

府による API を利用して実施している。また、事業者およびその製品に対して、外部機関による品質

等の検証を実施することで、GeM に参加する Seller(事業者)の質を担保している。 

 

Seller(事業者)も、Primary User と Secondary User に分類され、Primary User は取締役のみがなる

ことができる。事業者を Seller として GeM に登録する権限を有し、組織内の GeM 実務者を

Secondary User として登録することができる。Primary User は、Secondary User が GeM ポータル
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(GeM の web システム)上で行ったすべての行動/取引に対して、責任を負う。Primary User により招

待された Secondary User は、GeM 内での Seller(事業者)としての実務を担当する。 

 

事業者に対しては、PAN、CIN、GSTIN、MSME(ID)、ITR といった政府系 ID が必要となり、これ

らは API を利用することで、政府 API を利用した認証や、税申告状況等の情報取得を実施している。

またユーザー個人に対しては、Aadhaar による KYC が実施される。 

 

 

 

図 2-11  Seller(事業者)に対する KYC 

 

 

GeM では、Seller(事業者)に対して、上記の KYC に加え、セラーの信用力の検証のために、製造能

力・財務状況 等に関する第三者評価(ベンダーアセスメント)の実施を義務付けている。ベンダーアセ

スメントは、GeM に登録する Seller(事業者)に義務付けられており、製造/試験設備/製造施設の品質

管理体制を含む技術/財務能力および経験に関連するベンダーへの評価が実施される。評価が完了する

と、評価レポートが GeM ポータル上にアップロードされ、Buyer(政府機関)側から閲覧可能となる。

ベンダー評価の有効期間は 3 年で、期限が到来する前に再度アセスメントの実施(手数料は実施毎に

11,200INR)が必要となるが、MSME(ID)登録済の事業者はベンダーアセスメントが免除される。 

 

尚、ベンダーアセスメントは、国の認定制度を確立・運営し、国家品質キャンペーンを通じて品質

を推進することを目的としている非営利団体 QCI(インド品質協議会(Quality Council of India))が担当

している。 

 
表 2-11 ベンダーアセスメントの流れ 
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＜KYC の 7 層へのマッピング＞ 

 

第 2 層の国により整備された DB に対し、第 3 層にある各 API を活用してデータ連携を行い、GeM

のルールに従って、KYC が実施されている。国により整備された API を利用することにより、各ユー

ザーの作業は、即時・オンラインで実施可能となっている。 

 

 
図 2-12 KYC の 7 層へのマッピング 
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＜受発注・請求のフロー＞ 

 

受注から決済まで、すべて GeM ポータル内(オンライン)で完結する。政府側は人ごとに役割を分け

ることで、不正ができない仕組みを構築している。また、配送や返品、支払い等の各作業に関して期

日を設け、政府、企業双方にとって安全・安心・公平な取引ができる環境を整備している。 

また、GeM は政府機関の会計システム(中央政府が PFMS/地方政府が IFMS)と接続され、GeM か

ら取引データや決済データを連携することにより、政府機関の予算を自動的にブロックしたり、GeM

での支出を政府予算に反映する仕組みを構築している。 

 

 

 

図 2-13 受発注・決済のワークフロー 

 

 

＜受発注・請求における業務効率化の工夫＞ 

 

GeM の機能では、調達方法の工夫や、政府側の会計システムとの接続等、業務効率化のための工夫

が随所にみられる。 

まず、政府側の調達方法だが、GeM では、｢Direct Purchase｣、｢L1｣、｢E-bid｣、｢Reverse 

Auction｣という 4 つの購入方法を提供している。まず、「Direct Purchase」だが、これは Buyer(政府

機関)がカタログを見ながら直接購入が可能な、少額な物品・サービス向けの調達方法である。また、

金額が 25,000INR 以上になると、「L1」といって、3 つ以上の商品を選択し、比較した上で購入する

ことが義務付けられている調達方法となる。価格が 500,000INR を超えると、「E-bid」というオンラ

イン入札、もしくは「Reverse Auction」という Seller が値段を下げていくオークション形式の調達方

法となる。このように、金額によって調達方法を分けて、少額取引をより効率よく取引させること

で、Buyer(政府機関)、Seller(事業者)双方の業務負担軽減に繋げている。尚、これらの金額に応じた調

達方法については、財政規則(GFR2017)で規定されている。 

 

次に、政府の会計システムとの接続であるが、GeM は政府機関の会計システムと接続され、GeM

から取引データや決済データを連携することにより、政府機関の予算枠を自動的に予約する仕組みを

構築している。また、Buyer(政府機関)はこれを利用して Seller(事業者)に対して容易に送金が可能と

なるため、Buyer(政府機関)の支払い業務効率化が図られ、Buyer(政府機関)が会計システムを利用して

確実に期限内に決済業務を実行することで、Seller(事業者)にとっても資金繰りが楽になるという効果

がある。 
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＜GeM SAHAY＞ 

 

◼ MSMEs の資金繰り悪化の課題に対処するため開発されたモバイルアプリ (2021 夏ローンチ) 

◼ MSMEs は、GeM で注文を受け付けた時点でローン契約可能。これにより、運転資金確保の

ニーズを満たすことが可能となった 

◼ GeM のセラーに対し、公的部門の銀行、民間銀行、NBFC などの国内のトップレンダーからの

ローンオファーを提供。アプリで契約後、ローン支払いが瞬時に実行される 

 

図 2-14 GeM SAHAY での契約までのプロセス 

 

＜TReDS(Trade Receivables Discounting System)プラットフォームとの接続＞ 

 

◼ 2020 年 2 月、TReDS プラットフォーム事業者(RXIL 等) とパートナーシップを締結 

◼ MSMEs は、GeM から請求書や受入証明書のデータを連携することで、TReDS プラットフォー

ム内でファクタリングによる資金調達が可能となる 

 

図 2-15 TReDS プラットフォームと GeM との関係図 
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＜受発注・請求の 7 層へのマッピング＞ 

 

受発注・請求においては、取引データの利活用により、Buyer(政府機関)・Seller(事業者)双方にとっ

ての利便性向上、業務効率化に資する機能、サービスを提供している。 

 

 

 

図 2-16 受発注・請求の 7 層へのマッピング 

 

＜決済＞ 

 

政府による決済方法は、政府系決済システムである PFMS(地方政府は IFMS)経由での送金が主流だ

が、GeM 内で民間商業銀行による Payment Gateway 経由の支払いも提供されている。いずれの場合

も、決済データ(ISO20022 に準拠)は GeM に連携され、Seller は GeM ポータルのダッシュボードで決

済のステータスを確認することができる。 

 

 

図 2-17 決済のデータ連携フロー 
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＜決済の 7 層へのマッピング＞ 

 

Buyer(政府機関)からの支払いは、政府システムもしくは民間商業銀行から提供されている Payment 

Gateway 経由の 2 通りが主に利用されている。 

 

 

図 2-18 決済の 7 層へのマッピング 

 

 

iv)  将来展望 

 

GeM は、現在の取り扱い対象である”物品・サービス”から対象を拡大予定で、22 年度には、統合資

材調達システム(IMMS : Integrated Material Management System)およびインド鉄道調達システム

(IRePS : Indian Railway Electronic Procurement System)との統合を予定している。(鉄道調達システ

ムとの統合プロセスは 2022 年 3 月末までに完了する予定) プラットフォームの拡大に伴い、22 年度

の受注高目標は、2021 年度の 3 倍(約 1 兆 INR)に設定されている。 

 

 

             

図 2-19 インドにおける公共調達 PF の整備状況 
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v)  ヒアリング結果 

 

会社の規模に関わらず、GeM への参加は、自社の業務効率化に寄与している模様。一方、MSMEs

にとって、政府の調達方針の通達(「ⅰ)エンフォースメント」参照)および GeM での MSMEs 向け販

売促進策(「ⅱ)インセンティブ」参照)が打ち出されたことは、大きなビジネスチャンスではあるもの

の、MSMEs 単独での成功は厳しいという意見が出た。また、大企業にとっては、MSMEs や MII の優

遇政策がビジネスの妨げになる、という意見が挙がった。 

 
表 2-15 実務者へのヒアリング結果 
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 c. シンガポール(UEN・PayNow Corporate) 

 

 

シンガポールでは、B2B、C2B の決済において、国の事業者識別子である UEN を活用した

「PayNow Corporate」という送金サービスが既存の送金インフラである FAST や GIRO に追加する形

で ABS より提供され、MAS をはじめとする政府機関や ABS により、普及・浸透のための施策が実施

されている。 

UEN での送金を可能とするため、CAS (Central Addressing System)という中央 DB が存在し、接続

のための API が銀行や NFIs に対して提供されている。また、銀行から事業者に対しては、更新系 API

が提供されており、これらは ISO20022 の項目ベースで構築されている。 

 

 

 

表 2-16 シンガポール(UEN・PayNow Corporate)の事例サマリ 

 
 

 

以下、ポイントごとの詳細を説明していく。 

 

 

 

i)  エンフォースメント 

 

IRAS は、2022 年 1 月 3 日より、法人税や GST の電子還付を義務付け。還付金を小切手ではなく、

GIRO もしくは PayNow Corporate で支払うことを決定した。現在 IRAS は、デジタル技術を活用して

公共事業を変革する「デジタル・ガバメント・ブループリント」に沿って、2023 年までに小切手をゼ

ロにする取組を実施中であり、その一環として、今回の電子還付義務付けに踏みることとなった。 

 

事業者にとってのメリットとしては、PayNow Corporate での還付を受けることにより、従来小切

手で 1 カ月かかっていた支払いが、7 日以内に完了する。また、一度 PayNow Corporate に登録し還

付を受け取ると、次回以降還付が発生すると、その日から 7 日以内に PayNow Corporate の登録口座

へ自動的に返金されるため、業務効率化が図れる。 
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ii)  インセンティブ 

 

ABS は、2020 年夏に SME 向けに以下 2 つのキャンペーンを実施し、SME の PayNow Corporate

新規登録を促進した。 

 

① 対象期間中に PayNow Corporate に登録した SME は、必ず 25SGD の報奨を受け取れる。 

② 対象期間中に PayNow Corporate 経由で 10 件以上の支払いを受けた SME は、25SGD の報奨を

受け取れる。 

※消費者向けには対象期間中に PayNow Corporate で支払った利用者のうち、100 名に 100SGD

をプレゼントするキャンペーンを実施した 

 

 

事業者にとってのメリットとしては、PayNow Corporate の利用によるビジネスチャンスの拡大およ

びキャンペーン報酬の受取りがある。これらは、PayNow Corporate の C2B 分野での普及促進を狙った

ものと思われる。 

 

 

 

iii)  機能 

 

決済(初期アドレッシングのフロー) 

 

PayNow Corporate の UEN と銀行口座の紐付けデータは BCS Ltd,により運営されている

CAS(Central Addressing System)に集約されている。銀行からの依頼により、CAS は UEN の重複確

認を実施し、口座と紐付けられたデータを DB へ保存する仕組みである。 

 

 

図 2-20 PayNow Corporate における初期アドレッシングのフロー 
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＜決済(送金時フロー1)＞ 

 

Payer はインターネットでの IB 利用、スマホ App、API 接続等の方法で送金指示を出す。仕向銀行

は CAS より送金先口座情報を取得した後に、FAST/GIRO を介した送金を実行する仕組みとなってい

る。 

 

 

図 2-21  PayNow Corporate における送金時のフロー(UEN 利用) 

 

 

＜決済(送金時フロー2)＞ 

 

PayNow Corporate では、 Payer がシンガポールの統一 QR コード「SGQR」を読み込むことで、

モバイルフォンでの店頭での購入や、公共料金等の請求書支払いが可能となるオプションの提供を

行っている。その場合、QR コードに送金先情報が含まれるため、CAS を介さず FAST による送金が

実行される。 

 

 

 

図 2-22  PayNow Corporate における送金時フロー(QR コード利用) 
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＜決済(送金時フロー3)＞ 

 

Grab Pay といった PayNow Corporate への参加が認められている NFIs は、FAST 側より提供され

ている更新系 API を利用して接続、データ連携がされている。(GIRO とは未接続) 

 

 

図 2-23  PayNow Corporate における NFLs からの送金フロー 

 

＜決済の 7 層へのマッピング＞ 

 

企業は、IB や銀行から提供されている更新系 API を利用。CAS(PayNow システム)は UEN とアカウ

ント情報との紐付けをしているのみで、決済は FAST、GIRO を利用して実行される。 

 

 

 

図 2-24 決済の 7 層へのマッピング 
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iv)  ヒアリング結果 

 

有識者、実務者のヒアリング結果によると、PayNow Corporate は小規模事業者にとってメリット

は大きいものの、主に B2C での利用で普及しており、商習慣上 B2B での PayNow Corporate の利用

は限定的であると想定される。また、取引データの民間開放はされておらず、データの積極的な利活

用はされていない。 

 

 

表 2-17 有識者へのヒアリング結果 
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 b. 国内比較対象の調査 

 

国内の比較対象については、弊社が保有しているナレッジに加え、デスクトップリサーチによる情

報収集を実施した。 

 

 

 c. 調査結果のまとめ 

 

比較項目に沿った国内比較対象と海外事例との比較・整理に加え、提言として我が国の今後の方向

性について記載することで、比較調査のまとめとした。(調査結果は、「(2)比較調査結果」を参照) 
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(2) 比較調査結果 

 

 a. 受発注の比較 

 

i)  受発注の構成 

 

NSG では、オープンで業界・系列を限定しない受発注の仕組みを企図。現状、我が国の受発注 EDI

は、EDI 開始初期の業界・系列の慣習を残したまま VAN 型を中心に発展しているが、近年オープンな

プラットフォーム型の EDI も登場している。 

 

VAN 型の EDI は、発注企業と受注企業の双方に EDI ソフトを導入したサーバーを建て、VAN のよ

うな EDI 団体に閉じられたネットワーク内にメッセージを流して取引を行っている。下図の中継機器

は、VAN のためのセキュリティを担うものや EDI のメッセージを中継する役割を担っている。機器の

役割は EDI 団体により異なるため留意する必要がある。 

 

プラットフォーム型は、クラウド上のサーバーに発注企業と受注企業に必要な機能をすべて集約

し、双方の企業は Web ブラウザを利用して取引を行う形態。 

 

NSG は Peppol による受発注を標準とする予定のため、北欧で概ね統一された仕組みとなる事に対

して、我が国は業界・系列毎の複数の仕組みが存在している違いがある。 

 

 

図 3-1 受発注の構成(NSG と我が国の比較) 

 

ii)  我が国の主要 EDI について 

 

国内の多くの EDI は、業界に閉じた利用を想定しているが、相互接続を検討している EDI もある。

中小企業共通 EDI は、業界横断や相互接続性を踏まえた推進を行っているため、主に中小企業共通

EDI の事例について、NSG との比較を行う。 
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表 3-3 業界 EDI の状況 

 

iii)  複数系列との接続 

 

中小企業共通 EDI を採用するシステムは、VAN 型に見られる中小企業のサーバー導入負担などを軽

減するため、多くの場合、プラットフォーム型を採用している。また、複数系列との取引、下請けも

含めてネットワークを広げることも前提にしているため、他プラットフォームとの連携が想定されて

いる。 

 

 

 

図 3-2 プラットフォーム型 EDI における系列間の接続例 

 

 

中小企業共通 EDI のプロバイダーの多くは、相互運用性を高める取り組みを行っている。 
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表 3-4 系列間の接続状況(共通プロバイダ) 
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スマイルワークス社は、異なる EDI との連携を目指し、「データ連携ゲートウェイ」を提供してい

る。 

異なる EDI データ標準と企業識別子として JIPDEC の標準企業コードも用いて実証実験を行ってい

る。 

ビジネス上、必ずしもすべての EDI と接続される必要はないため、ビジネスニーズのある業界間

で、今後このような取り組みが増加すると考えられる。 

 

 

図 3-3 系列間の接続例 

 

iv)  今後の方向性について 

 

NSG では、従来より北欧各国で Peppol の普及率が高く、受発注においても Peppol を利用している
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実績があったため、Peppol の利用が検討された。そのうえで、より接続性を向上させ、中小企業での

普及率を上げるために、ERP と Peppol アクセスポイント間の標準 API の策定を主導している。 

我が国は、北欧各国とは事情が異なり、各業界で個別の EDI が普及・発展している状況である。そ

の状況下、各業界に Peppol への移行を求めていくのは、強力なエンフォースメントやインセンティブ

が必要と考えられ、実現が難しいと考えられる。 

一方で、NSG の「既にあるものを利用し、相互運用性のために不足しているものを補う」考え方に

倣うのであれば、各業界の個別の EDI の相互運用性を高める方向性が考えられる。 

具体的には、業界横断で、｢接続方式｣、｢識別子｣、｢データ｣の標準化、及び相互接続性を高めるため

に既存の事例にとらわれず広くゲートウェイの枠組み検討・推進することで、我が国の受発注の｢系列

外の取引｣、｢多画面問題｣等の解決につながると考えられる。 

 

 

表 3-5 今後の方向性(受発注) 
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 b. 請求の比較 

 

i)  請求書授受の構成 

 

NSG では、既に北欧で実績も多い Peppol の 4 コーナーモデルを継続利用していく方針。我が国で

は、以前からある郵送や EDI に加えて、2020 年頃より｢プラットフォーム｣、｢配信型｣、｢AI-OCR｣な

どの請求の電子化が普及し、2023 年には Peppol の利用も開始される予定。 

 

 

図 3-4 請求書授受の構成(NSG と我が国の比較) 

 

 

ii)  請求の電子化ソリューションの概要 

 

「プラットフォーム型」は、業務効率化のために、承認機能、請求データの管理機能等を具備し、

大企業には利便性が高いものの、そこまでの機能を必要としない中小企業・小規模事業者には導入や

操作方法が難しいため、「配信型」の利用や「AI-OCR」で紙から電子に変換することで対応する企業

も多い状況。 

表 3-6 請求の電子化ソリューションの機能概要 
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一部の EDI では、請求関連メッセージを保有しており、請求データの授受が可能。全社の請求業務を

代替できるものではないため、他の請求方式と併用することになる。 

また、EDI として請求メッセージを備えているものの、EDI ソフト側が対応していないケースもある

ため、留意する必要がある。 

 

 

図 3-5 EDI の機能概要および業界 EDI の請求対応状況 

 

 

 

 

iii)  今後想定される課題 

 

電子インボイス推進協議会が進めるデータの標準化により、請求を受領する企業の業務負担軽減が期

待できるが、複数の請求ソリューションを利用する課題は残ると考えらえる。 
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図 3-6 今後の課題、対応の検討が必要と考えられる箇所 

iv)  今後の方向性について 

 

我が国では電子請求のソリューションが複数あるため、企業によっては「複数利用」や「多画面」

の課題に直面している。 

受発注とは異なり、請求は業界毎の差分が少ないため、電子化も普及段階であることを踏まえる

と、Peppol の適用は任意ではあるが、これらの課題の解決のために Peppol の普及を一層推進するこ

とが有効であると考えられる。 

 

 

表 3-7 今後の方向性(請求) 
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 c. 決済の比較 

 

i)  Singapore と我が国の B2B 決済システム 

 

シンガポールの FAST と GIRO はデータ標準に ISO20022 を採用し、送金と合わせて金流データを連

携することが可能である。 

 

一方、我が国では決済の実行は全銀システム、金流データの連携は ZEDI が担当となっており、金流

データの連携と決済の実行が分離している。 

 

 

 

図 3-7 Singapore と我が国の B2B 決済システムの比較 
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ii)  我が国における現状と課題 

 

我が国においては、全銀システムと ZEDI を組み合わせることで、金流データの連携を可能とする仕

組みは整備されているものの、事業者へのインセンティブが乏しく、現状 ZEDI の利用状況は低調であ

る。また、2020 年に予定していた固定長の廃止も取り止めたため、現在は固定長電文と XML 電文と

のダブルスタンダードになっているのが現状である。 

 

 

図 3-8 ZEDI の現状と課題 

 

 

iii)  金流データを送るインセンティブ 

 

大企業は、ZEDI 登場以前から、請求消込の効率化を図るため、ERP 等へのアドオン開発を行ってき

ており、ZEDI を利用して金流データを送るメリットが少ない。 

一方、中小企業と大企業間の取引においては、大企業が中小企業に販売する領域(図 3-9 における領

域Ⅳ)において、業務効率化が進んでいない。原因としては、中小企業自体の IT 化の遅れが挙げられ、

その要因の一つに会計ソフトや IB の導入コスト等のコストの要因がある。 

 

シンガポールでは、普及促進の観点では、キャンペーン実施等により登録者数を増加させている。

日本とシンガポールでは、課題の内容は異なるものの、普及促進のためにインセンティブを利用する

考え方参考とし、ZEDI 利用を前提に会計ソフトや IB の導入コストを補助するなどのインセンティブ

の活用も考えられる。 
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図 3-9 企業間取引の実態調査結果 

 

 

 

iv)  付随する課題(銀行が提供する更新系 API) 

 

図 3-9 の領域 IV において、事業者は銀行が提供する IB や FB では、ZEDI を利用する選択肢がある

が、電代業が仲介するケース等では、銀行の更新系 API が ZEDI に対応していないため、決済指示に

金流データを含めることが困難な状況となっている。 

 

シンガポールでは、決済のデータ標準に ISO20022 を採用しているため、銀行や FAST が提供する更

新系 API は、ISO20022 の項目がベースなっている。そのため、Grab Pay 等、シンガポールの NFIs

が日本の電代業にあたる事業者が決済時に金流データを含める余地がある。 
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図 3-10 銀行による更新系 API の提供状況 

 

v)  今後の方向性について 

 

我が国の現状とシンガポールの事例の比較から、我が国における課題は、決済データ標準のダブル

スタンダード化、銀行 API の XML 対応状況の遅れが挙げられる。 

決済に金流データを含める方法として、シンガポールの事例に倣い、図 3-11 のように ISO20022 へ

の一本化が考えられる。また、我が国の更新系 API の提供銀行数が少ない点も踏まえると、シンガ

ポールと同様に、図 3-12 のように電代業が決済システムに API で直接接続する方法が考えられる。 

 

決済システムに関して、図 3-11 の対応を進めるかどうかは、コスト面等の判断基準を精査した上で

判断する必要がある。システムによるデータ標準の一本化が難しい場合には、過去にとりやめた固定

長廃止対応を再度実施する考え方もある。 
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図 3-11 今後の方向性(決済) 

 

 

シンガポールでは、日本における電代業にあたる事業者(NFIs)の一部に対し、FAST への更新系 API

への直接接続が認められている。 

 

日本においても、電代業者との API 接続に関しては、シンガポールの事例を参考にすると、図 3-11

の案において、図 3-12 のパターンが考えられる。 

 

 

図 3-12 電代業の接続パターン 
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 d. B2G プラットフォームの比較 

 

i)  インド・日本における調達システムの整備状況 

 

インドでは、物品・サービスの調達 PF を国全体で一本化(=GeM)。一方、我が国では中央政府省庁

の物品・役務に関して統一 PF を構築している状況。(地方は自治体ごとに異なるサービス/PF を利用)

本書では、調達の種類が類似しているインドの GeM と我が国における電子調達システム(GEPS)を比

較することとする。 

 

 

図 3-13 インド・日本における調達システムの整備状況 

 

ii)  プラットフォーム利用の流れ 

 

どちらのプラットフォームも、事業者 KYC 実施後に応札や受注が可能となる。GeM は、インド中

央政府が整備した API を利用し手続きの省力化・効率化を図っている。一方、GEPS は、全府省庁へ

の入札が可能となる資格を整備し、資格取得から登録までの窓口を一本化することで、入札の効率化

を図っている。 
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表 3-8 プラットフォーム利用の流れ 

 

 

 ＜事業者 KYC＞ 

 

GeM はインド中央政府により整備された API を活用し、KYC がオンラインで対応可能となってい

る。 

一方、GEPS は資格が全省庁で統一されることで利用者にとっての利便性向上を図っているが、入

札までにはオフラインの対応も必要となり、手間と時間が掛かってしまう。 

 

 

図 3-14 事業者 KYC の比較 
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 ＜対象業務＞ 

 

GeM では、決済までオンライン完結することで、政府側の決済負担軽減、Seller 側の資金繰り改善お

よび業務効率化に繋がっている。一方、GEPS でのオンライン化は請求までであり、電子応札率

(67.6%)等から、事業者の利用環境によっては、オンライン化できていないケースも存在することが分

かる。 

 

 

図 3-15 調達に係る業務の比較 

 

iii)  データ利活用 

 

GeM では、対象業務のオンライン化により受発注データや請求データがすべて PF 内に格納されてい

るため、そのデータを PF 外で利活用することができる。 

 

例えば、外部事業者に GeM の発注データや請求データを連携することで容易にファイナンスが可能

となり、中小零細の資金繰りを支援ができる。(PF 外でのデータ利活用事例は「2.詳細調査＞b. インド

(Government e-Marketplace)＞機能」参照) 

 

一方、我が国においては、外部事業者が GEPS のデータを直接受領して、利活用するようなサービス

は提供されていない。 
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vi)  今後の方向性について 

 

インドでは、国により整備された API 等を土台に、オンラインかつワンストップの調達 PF を構築

している。さらに、PF 内のデータを利活用し、事業者の利便性向上、業務効率化に資するサービスを

提供することで普及を促進している。我が国においても、オンラインかつワンストップの公共調達環

境の整備やデータ利活用サービスは、参考にすべき事例であると考えられる。 

 

 

表 3-9 今後の方向性(B2G プラットフォーム) 
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_business_case_for_nordic_smes.pdf 

 

◼ NSG(2020)「Archtecture overview for external review」 

https://drive.google.com/file/d/1QoTvRaxEVhwHZ7OepmZV1GSeKRN3AgJS/view 

 

◼ NSG「Legal Amendments」 

https://drive.google.com/file/d/1CIOUqgCsc9Cyk0AHHujIfado6WwJg-HN/view 
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インド(India Stack) 

 

◼ India Stack ウェブサイト「India Stack」 

https://www.indiastack.org/about/ (参照 2022.3.16) 

 

◼ "iSpirit「India Stack Presence-less, paperless, and cashless service delivery」 

https://www.amfiindia.com/Themes/Theme1/images/gallery/pdf/India_Stack_SANJAYJAIN.pdf 

 

◼ JETRO ウェブサイト「ビジネス短信：日本・インド連携でアフリカなど第三国への「インディ

ア・スタック」展開」 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/06/61cb3c1eeec1c160.html (参照 2022.3.16) 

 

◼ 日本総研(2019)「環太平洋ビジネス情報 RIM 2019 Vol.19 No.75：India Stack：インドのデジタル

化促進策にみる日本のマイナンバー制度への示唆」 

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/rim/pdf/11416.pdf 

 

 

 

シンガポール(UEN・PayNow Corporate) 

 

◼ DBS(2018)「PayNow Corporate Guidebook(Registration)」 

https://www.dbs.com.sg/documents/1038650/69640416/DBS-PayNow-Corporate-Guidebook-

Registration.pdf/fb284f7d-d984-d47e-cf56-1c81894383b0?t=1602760337923 

 

◼ ABS/MAS(2014)「API Playbook」 

https://abs.org.sg/docs/library/abs-api-playbook.pdf 

 

◼ シンガポール政府 ウェブサイト「ABOUT UEN」 

https://www.uen.gov.sg/ueninternet/faces/pages/admin/aboutUEN.jspx (参照 2022.3.16) 

 

◼ ABS ウェブサイト「PayNow」 

https://abs.org.sg/consumer-banking/pay-now (参照 2022.3.16) 

 

◼ DBS ウェブサイト「PayNow Corporate」 

https://www.dbs.com.sg/sme/paynow?pk_source=google&pk_medium=organic&pk_campaign

=seo (参照 2022.3.16) 

 

◼ DBS ウェブサイト「IDEAL CONNECT」 

https://www.dbs.com.sg/sme/day-to-day/ways-to-bank/ideal-

connect?pk_source=google&pk_medium=organic&pk_campaign=seo (参照 2022.3.16) 

 

◼ ACRA ウェブサイト「ACRA」 

https://www.acra.gov.sg/ (参照 2022.3.16) 

 

 

 

タイ(Project Inthanon) 

◼ Bank of Thailand「Central Bank Digital Currency: The Future of Payments for Corporates」 

https://www.bot.or.th/English/FinancialMarkets/ProjectInthanon/Documents/20210308_CBDC

.pdf 
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◼ Bank of Thailand「Inthanon-LionRock」 

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/financial-

infrastructure/Report_on_Project_Inthanon-LionRock.pdf 

 

◼ Bank of Thailand(2019)「BOT Magazine」 

https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256203TheKnowledge_ProjectInthanon.aspx 

 

◼ Bank of Thailand「INTHANON Phase2」 

https://www.bot.or.th/English/FinancialMarkets/ProjectInthanon/Documents/Inthanon_Phase

2_Report.pdf 

 

 

 

インド(Government e-Marketplace) 

 

◼ インド政府のウェブサイト「Government e-Marketplace」

https://www.india.gov.in/spotlight/government-e-marketplace-procurement-made-

smart#tab=tab-1 (参照 2022.3.16) 

 

◼ GeM(2018)「Registration Guide - 5 Simple Steps」

https://static.gem.gov.in/resources/pdf/Registration_Guide.pdf 

 

◼ GeM(2018)「GeM Handbook」 

https://www.mahanadicoal.in/MMmanual/pdf/GeM_handbook.pdf 

 

◼ GeM(2018)「Primary User Registration」

https://adminbeta.amu.ac.in/storage/file/pdf/purchase/GeM%202%20Primary%20User%20Regi

stration-converted.pdf 

 

◼ GeM(2018)「Introduction to Buyer Functionality」 

https://adminbeta.amu.ac.in/storage/file/pdf/purchase/GeM%201%20Introduction%20to%20Bu

yer%20Functionality-converted.pdf 

 

 

 

マレーシア(Jana Niaga) 

 

◼ Jana Niaga ウェブサイト「Jana Niaga」 

https://jananiaga.gov.my/#1609845340945-aae9a997-4496 (参照 2022.3.16) 

 

◼ Exim Bank プレスリリース(2020)「EXIM BANK MALAYSIA LAUDS THE GOVERNMENT’S MOVE 

TO IMPROVE SME’S ACCESS TO FINANCING THROUGH JANA NIAGA」 

https://www.exim.com.my/index.php/en/media-centre/press-release/item/exim-bank-

malaysia-lauds-the-government-s-move-to-improve-sme-s-access-to-financing-through-jana-

niaga 

 

◼ STRAITSTIMES(2021)「JanaNiaga digital payment platform to boost SMEs' liquidity」 

https://www.nst.com.my/business/2021/07/710653/jananiaga-digital-payment-platform-

boost-smes-liquidity 
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オーストラリア(E-Invoicing・NPP) 

 

◼ INNOPAY(2020)「eInvoicing and the New Payments Platform」 

https://nppa.com.au/wp-content/uploads/2020/02/Einvoicing-and-NPP-whitepaper.pdf 

 

◼ Australian Government(2021)「digital economy strategy : sme digitalisation」 

https://digitaleconomy.pmc.gov.au/sites/default/files/2021-05/digital-economy-strategy-fact-

sheet-sme-digitalisation.pdf 

 

◼ Pay iD(2020)「New Payments Platform Roadmap」 October 2020 

https://nppa.com.au/wp-content/uploads/2020/11/NPP-Roadmap-October-2020.pdf 

 

◼ Pay iD(2021)「NPP Roadmap October 2021」 

https://nppa.com.au/wp-content/uploads/2021/10/NPP-October-2021-Roadmap.pdf 

 

◼ Reserve Bank of Australia ウェブサイト「Bulletion-The New Payments Platform and Fast 

Settlement Service」 

https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2018/sep/the-new-payments-platform-and-fast-

settlement-service.html (参照 2022.3.16) 

 

◼ Australian Taxation Office ウェブサイト「eInvoicing」 

https://www.ato.gov.au/business/e-invoicing/ (参照 2022.3.16) 

 

◼ NPP ウェブサイト「PayTo」 

https://nppa.com.au/payto/ (参照 2022.3.16) 

 

◼ NPP(2020)「e-Invoicing payments and the NPP」 

https://nppa.com.au/wp-content/uploads/2020/06/NPP-e-Invoicing-Guidance-v1.1-June-

2020.pdf 

 

 

 

サウジアラビア(Esal) 

 

◼ Saudigazette ウェブサイト「e-invoice payment platform for businesses」 

https://saudigazette.com.sa/article/570483 (参照 2022.3.16) 

 

◼ Saudi Central Bank ウェブサイト「Saudi Central Bank」 

https://www.sama.gov.sa/en-US/pages/default.aspx (参照 2022.3.16) 

 

◼ Esal ウェブサイト「WE ARE SADAD, AN ONLINE PAYMENT SYSTEM INTRODUCED BY THE 

SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY (SAMA).」 

https://esal.sa/about-us (参照 2022.3.16) 

 

◼ Saudi Payment ウェブサイト「Our brands」 

https://www.saudipayments.com/#our-brands (参照 2022.3.16) 

 

◼ Kingdom of SaudiArabia ウェブサイト「Saudi Vision 2030」 

https://www.vision2030.gov.sa/v2030/overview/ (参照 2022.3.16) 
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米国(Business Payments Coalition) 

 

◼ BPC ウェブサイト 「Business Payments Coalition」 

https://businesspaymentscoalition.org/ (参照 2022.3.16) 

 

◼ BPC(2020)「Business Payments Coalition Overview」 

https://businesspaymentscoalition.org/wp-content/uploads/business-payments-coalition-

overview-updates.pdf 

 

◼ BPC「Business Payments Coalition Resource Guide」 

https://fedpaymentsimprovement.org/wp-content/uploads/bpc-resource-guide.pdf 

 

◼ BPC(SOA Work Group)(2021)「E-invoice Exchange Framework:Requirements for Oversight」 

https://businesspaymentscoalition.org/wp-content/uploads/e-invoice-exchange-framework-

requirements-oversight.pdf 

 

◼ BPC(e-Invoice Technical Work Group)(2021)「e-Invoice Exchange Framework:Approach to 

Managing a Federated Registry Services Model in a Four-Corner Network」 

https://businesspaymentscoalition.org/wp-content/uploads/bpc-e-delivery-network-validation-

exercise-2020.pdf 

 

 

 

ZEDI 

 

◼ 一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク(2020)「全銀ネット有識者会議 事務局説明資料」 

https://www.zengin-net.jp/company/pdf/200110_paper2-1.pdf 
 

◼ 一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク(2021) 

「ZEDI 利活用促進ワーキンググループの検討状況について」 

https://www.ipa.go.jp/dadc/architecture/pdf/pj_report_contract-payment_doc-appendix-

3_202111224.pdf 

 

 

中小企業のデジタル化の状況  

 

◼ 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会(2021) 

「ポストコロナ時代における規模別・業種別に見た中小企業の経営課題に関する調査報告書」 

https://www.zenkyo.or.jp/chiiki/docs/chosa/houkoku_2021-3.pdf 

 

 

EDI 

 

◼ IT コーディネータ協会ウェブサイト「中小企業共通 EDI ポータルサイト」 

https://www.edi.itc.or.jp/edi-provider (参照 2022.3.14) 
 

◼ 流通 BMS 協議会ウェブサイト 

https://www.edi.itc.or.jp/edi-provider (参照 2020.6 時点) 
 

◼ 建設業振興基金 ウェブサイト 

https://www.kensetsu-kikin.or.jp/ci-net/ (参照 2020.6 時点) 
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◼ JEITA EC センター ウェブサイト 

https://ec.jeita.or.jp/jp/ (参照 2020.6 時点) 
 

◼ 日本医療機器ネットワーク協会 ウェブサイト 

https://www.md-net.net/ (参照 2020.6 時点) 
 

◼ 物流 EDI センター ウェブサイト 

http://www.butsuryu.or.jp/edi/  (参照 2020.6 時点) 
 

◼ Chemical EDI Initiative ウェブサイト 

https://www.jpca.or.jp/cedi/ (参照 2020.6 時点) 
 

◼ 鉄鋼 EDI センター ウェブサイト 

https://www.jisf.or.jp/steeledi/ (参照 2020.6 時点) 
 

◼ Open 21 Systems ウェブサイト 

http://open21sys.co.jp/  (参照 2020.6 時点) 
 

 

 

GEPS 

 

◼ 政府電子調達ウェブサイト「電子調達システム操作マニュアル」 

https://www.geps.go.jp/bizportal/manuals (参照 2022.3.17) 
 

◼ デジタル庁「政府電子調達（GEPS）利用者講習会＜講義編＞」 

https://www.geps.go.jp/sites/bizportal/files/b_seminar_text.pdf 
 

◼ 調達ポータル「調達ポータル・政府電子調達システムを 2020 年（令和 2 年）1 月 6 日以降利用す

る場合の手順」 

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/announce.pdf 
 

◼ デジタル庁「統一資格審査申請・調達情報検索サイト」(参照 2022.3.17) 
◼ https://www.chotatujoho.geps.go.jp/va/com/ShikakuTop.html 
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